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Ⅰ．分譲マンションを取り巻く現状について



マンションの
耐震性能とは？

旧耐震基準のマンショ
ン：1981年(昭和56年）5
月31日以前の基準で建
てられたマンション。

1981年（昭和56年）6月1
日から「新耐震基準」が
導入され震度6強～7クラ
スの地震でも倒壊しない
ことが目標とされた。

2020年(令和2年）10月1
日現在の人口

1億２,６１４万６千人全国
民の約12%がマンション

に居住。
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Ⅱ．マンションに関する法体系及び
長期修繕計画並びに修繕積立金の
ガイドライン

11



12



13



14



「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」における修繕積立金の額の目安の算出方法
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Ⅲ.長期修繕計画書とは
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１．長期修繕計画の対象範囲

単棟型のマンションの場合
管理規約に定めた敷地・建物の共用部分及び附属施設
（修繕工事等に伴って工事が必要となる専有部分を含む）

団地型のマンションの場合
団地管理規約に定めた敷地・附属施設及び団地共用部分
並びに各棟の共用部分
（修繕工事等に伴って工事が必要となる専有部分を含む）

複合型のマンションの場合
管理規約に定めた敷地・建物の共用部分及び附属施設

〔修繕工事等に伴って工事が必要となる専有部分（住宅・店舗）を含む〕
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２．長期修繕計画作成の前提条件

※建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させること。

※バリアフリー化等の建物及び設備の性能を向上させること。

※計画期間において、法定点検及び経常的な補修工事を適切に実施する。

※計画修繕工事の実施については、点検調査・診断を行い、その結果に
基づいて判断していくこと。
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３．長期修繕計画作成の精度 国土交通省

新築マンションの場合
建設設計図書・工事請負代金内訳書・数量計算書等を参考に作成

既存マンションの場合
保管されている設計図書・修繕履歴・劣化状況調査結果に基づき作成

修繕時期（周期）
立地条件等により異なり、目安として設定する。

収支計画
修繕積立金の運用利率・借入金の金利・物価及び消費税率の変動
など不確定な要素がある。

21



Ⅳ．長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額
の設定条件
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1．管理規約による規定

長期修繕計画書の作成及び修繕積立金額の設定については、標準管理規約
に準じて以下の規定を定めることが必要である。

①管理組合の業務（長期修繕計画書の作成、変更）〔標準管理規約第32条〕
②総会議決事項（長期修繕計画書の作成、変更）〔標準管理規約第48条〕
③管理費と修繕積立金の区分管理〔標準管理規約第28条〕
④修繕積立金の使途範囲〔標準管理規約第28条〕
⑤管理費と修繕積立金に関する納入義務・分割請求禁止

〔標準管理規約第25条及び第60条〕
⑥専有部分と共有部分の区分 〔標準管理規約第7条及び第8条〕
⑦敷地及び共用部分等の管理 〔標準管理規約第21条〕

以上の他、長期修繕計画書については、一定期間（７年程度）ごとに見直しを
行い、今後の修繕積立金の妥当性を検証することが重要である。
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2．会計処理【一般会計（管理費会計）と修繕積立金会計の分離】

管理組合は、修繕積立金に関して、次に掲げる事項により会計処理を行う
ことが必要である。

①修繕積立金は、管理費と区分して経理する。
②専用庭等の専用使用料及び駐車場等の使用料は、これらの管理に要する

費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
（管理費会計の剰余金を修繕積立金会計へ毎年繰り入れる策も含む）

③修繕積立金（修繕積立基金を含む）を適切に管理及び運用する。
④修繕積立金の使途は、標準管理規約第28条に定められた事項に要する経費

に充当する場合に限る。
⑤共用設備の保守維持費、委託業務費等は、毎年、一般会計（管理費会計）の

支出項目として計上する。
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3．設計図書等の保管（竣工図書・計画修繕工事図書・修繕工事履歴）

①竣工図書（意匠図・構造図・設備図・その他附属図・構造計算書等）

②計画修繕工事図書（長期修繕計画書・大規模修繕工事図書等）

③修繕工事履歴（揚水ポンプオーバーホール・取替、水漏れ補修、機器交換等）

定期的に実施される建物点検や設備点検報告書（昇降機を含む）及び消防設
備点検報告書などの維持管理情報を整理して経常的に閲覧等ができるよう管理
しておくことが、今後の修繕等を適切に実施するために有効な手段である。
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Ⅴ．長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額
の設定手順
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1．長期修繕計画書の見直しの重要性
竣工後、７年毎に見直しを行い、修繕項目の追加や周期及び費用等を実情に即
した長期修繕計画書に反映させ、適切な修繕積立金の算出を行うことが求めら
れている。
また、大規模修繕工事実施後に修繕工事の結果を踏まえて行うことも重要である。

2．検討体制の整備
長期修繕計画書の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、
検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
理事会の下部組織（諮問機関）として、専門委員会を立ち上げ維持管理に
関する検討や実施のための継続性のある委員会として、経験や知識のある区分所
有者の参加を求めることが大切である。
専門委員会の運営は、潜在している組合員個々の能力を引き出し、管理組合全体
の取り組みとするような仕組みを考えて実施することが大切である。
また、必要に応じて適切なアドバイスをしてくれるマンション管理士等の専門家に依
頼することも選択肢の一つである。
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3．長期修繕計画の作成業務依頼（調査・診断の実施）

①．長期修繕計画書の見直しや事前に行う調査･診断の業務は、管理会社
との管理委託契約書内に含めたり、建築設計事務所等と個別に契約を
締結するなどの方法がある。

②．長期修繕計画書の見直しは、事前に専門家による設計図書・修繕履歴
現地調査・必要により区分所有者へのアンケート調査等の調査・診断を
実施して現状を把握し作成する。

４．マンションのビジョンの検討
現状のマンションの性能・機能を調査・診断した結果等を踏まえて、どのよう
な生活環境を要望するのかを検討する。

参考資料
マンション耐震化マニュアル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（国土交通省）
改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル・・・・・・・（国土交通省）
マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル・・・（国土交通省）
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５．長期修繕計画書の作成に関するポイント
★長期修繕計画の作成及び見直しの注意点
①長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会）で決
議されていること。
②長期修繕計画が5年～7年以内に作成又は見直しがされていること。
③長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以
上含まれていること。
④長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していないこと。
⑤計画期間の最終年度において赤字でなく、借入金の残高のない計画であること。
⑥計画期間中の工事費総額や修繕積立金の総額の明記があり、修繕積立金の月当

たり㎡単価の記載があること。

★修繕工事項目（１９の項目）
①仮設工事 ②屋根防水 ③床防水 ④外壁塗装等 ⑤鉄部塗装等 ⑥建具(金物等）⑦共用部内装
⑧給水設備 ⑨排水設備 ⑩ガス設備 ⑪空調(換気）設備 ⑫電灯設備⑬情報（通信）設備 ⑭消防用設備
⑮昇降機設備 ⑯立体駐車場設備 ⑰外構附属設備 ⑱調査診断設計工事監理費用
⑲長期修繕計画作成費用 （該当設備なしは割愛）
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Ⅵ．長期修繕計画の周知と保管
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２．長期修繕計画書の保管、閲覧（開示）

管理組合は、長期修繕計画の作成及び修繕積立金の額の設定に当
たっては、総会開催に先立ち説明会等を開催し、その内容を区分所
有者に説明するとともに、決議後、総会議事録と併せて長期修繕計画
書を区分所有者に配布するなど、十分な周知を行うことが必要である。

１．長期修繕計画の周知

長期修繕計画書は、管理規約等と併せて、区分所有者等から求め
があればすぐに閲覧できるように、保管する必要がある。
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Ⅶ．長期修繕計画書の作成方法
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１．長期修繕計画の構成

①．マンションの建物・設備の概要等
建物・設備・外構等の概要、管理・所有区分、維持管理の状況、会計状況
設計図書等の保管状況

②．調査・診断の結果の概要
劣化の現象と原因、修繕（改修）方法の概要

③．長期修繕計画の作成・修繕積立金の額の設定の考え方
計画の目的、計画期間、推定修繕工事項目、修繕周期、工事費の算定、
収支計画の検討、計画の見直し、修繕積立金の額の設定の考え方

④．長期修繕計画の内容
計画期間の設定、推定修繕工事項目の設定、修繕周期の設定、推定修繕工事
費の算定、収支計画の検討

⑤．修繕積立金の額の設定
修繕積立金の積立方法、修繕積立金の額の設定方法、住戸タイプ別月当たり
の修繕積立金の額
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2．長期修繕計画標準様式の利用 国土交通省

①．長期修繕計画は、標準様式を参考として作成。

②．形態、形状、仕様等に加え、立地条件も考慮し、必要に応じて内容
を追加する。

3．マンションの建物・設備の概要等

①．敷地、建物・設備及び附属施設の概要（規模、形状等），管理・所有
区分、維持管理の状況、会計状況、設計図書等の保管状況等の概要。

②．建物及び設備の劣化状況、区分所有者の要望等に関する調査・診断
の結果、その要点を示すこと。
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4．長期修繕計画の作成の考え方

①．長期修繕計画書の作成の目的
②．計画の前提等
③．計画期間の設定
④．推定修繕工事項目の設定
⑤．修繕周期の設定
➅．推定修繕工事費の算定
⑦．収支計画の検討
⑧．計画の見直し
⑨．修繕積立金の額の設定

5．計画期間の設定

①．新築マンション及び既存マンションは、３０年以上の計画期間とする。
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6．推定修繕工事項目の設定

①．新築マンションの場合は、設計図書に基づいて設定する。
②．既存マンションの場合は、現状の長期修繕計画を踏まえ、保管され

ている設計図書、修繕履歴、現状の調査・診断の結果等に基づい
て設定する。

③．区分所有者等の要望などを必要に応じて、建物及び設備の性能
向上に関する項目を追加する。

7．修繕周期の設定
①．新築マンションの場合は、推定修繕工事項目ごとに、マンションの

仕様、立地条件等を考慮して設定する。
②．既存マンションの場合は、上記内容に加え、建物及び設備の劣化

状況等の調査・診断の結果等に基づいて設定する。
③．上記設定に当たっては、経済性等を考慮し、推定修繕工事の集約

を検討する。
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8．推定修繕工事費の算定
①．数量計算の方法

新築マンションの場合、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書
数量計算書等を参考として算出する。
既存マンションの場合、現状の長期修繕計画書を踏まえ、保管している
設計図書、数量計算書、修繕等の履歴、現状の調査・診断の結果等を
参考として、「建築数量積算基準〔（財）建築コスト管理システム研究所
発行〕」等に準拠して、長期修繕計画用に算出する。

②．単価の設定の考え方
修繕工事特有の施工条件等を考慮し、部位ごとに仕様を選択して、新築
マンションの場合、設計図書、工事請負契約による請負代金内訳書等を
参考として、また、既存マンションの場合、過去の計画修繕工事の契約
実績、その調査データ、刊行物の単価、専門工事業者の見積価格等を
参考として設定する。
尚、現場管理費及び一般管理費は、見込まれる推定修繕工事ごとの総額
に応じた比率の額を単価に含めて設定する。
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③．算定の方法
推定修繕工事費は、推定修繕工事項目の詳細な項目ごとに、算出した
数量に設定した単価を乗じて算定する。
修繕積立金の運用益、借入金の金利及び物価変動について考慮する
場合は、作成時点において想定する率を明示する。
また、消費税は、作成時点の税率とし、会計年度ごとに計上する。

9．収支計画の検討

①．計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額より、修繕積立金の累計
額が下回らないように計画する。

②．建物及び設備の性能向上を図る改修工事を設定する場合は、これに
要する費用を含めた収支計画とする。

③．機械式駐車場がある場合は、管理費会計及び修繕積立金会計と区分して
駐車場使用料会計を設けることも検討する。
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10．長期修繕計画書の見直しについて

長期修繕計画は、下記に掲げる不確定な事項を含んでいますので、７年
程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて、見直すことが必要
であり、併せて修繕積立金の額も見直すことが必要。

①．建物及び設備の劣化状況
②．社会的環境及び生活様式の変化
③．新たな材料、工法等の開発及びそれによる修繕周期、単価等の変動
④．修繕積立金の運用益、借入金の金利、物価、消費税率等の変動
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Ⅷ．修繕積立金の額の設定方法
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１．修繕積立金の積立方法

①．均等積立方式
計画作成時に長期修繕計画の期間中の積立金の額が均等となるように
設定する方法。(将来の値上げの必要性のない理想的な設定方式）
ただし、積立金の額については、計画初年度より一定の金額を設定する
必要がある。

②．段階増額積立方式
当初の積立額を抑え、3年～5年程度ごとに段階的に増額する方式。
築年数の増加に伴い均等積立方式よりも高額となる修繕積立金になる
ため、年金生活者となる時期には、負担が増えることになる。

①の均等積立方式であっても、建物は経過年数によって、高額な工事項目
が見込まれるため、見直しによって増額となることがあることを認識しておくこと
が必要である。
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２．収入の考え方

①．区分所有者が積立てる修繕積立金のほかに、一般会計（管理費会計）
から一定額の剰余金を毎年、特別会計（修繕積立金会計）へ繰り入れる
ことも修繕積立金の累計額を増やすことに繋がり、将来の修繕積立金の
増額幅を抑えることも必要である。(※総会承認が必要）

②．マンション購入時に将来の計画修繕工事に要する経費として、修繕積立
一時金(基金）を負担する場合や、修繕積立金の総額の不足などから、
一時金を負担する場合は、これらを修繕積立金会計に繰り入れることに
なる。
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Ⅸ．長期修繕計画書の作成例

※次項(P44）～（P47）：国土交通省HP【長期修繕計画標準様式（記載例参考資料）】
より抜粋

※(P48)以降：修繕積立金収支計画の検討実例

・P48～P50：例１ 修繕積立金を竣工後12年間値上げしなかった場合(一時金徴収あり）
・P51～P53：例２ 修繕積立金を段階的に値上げした場合（一時金徴収あり）
・P54～P56：例３ 修繕積立金を段階的に値上げした場合（一時金徴収なし）
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例１ 修繕積立金を竣工後12年間値上げしなかった場合（一時金徴収あり）

メリット
①．竣工から12年間は、修繕積立金の値上げを行わず推移できる。

「再計画年度（2009年）から(2016年）までは原状維持」

デメリット
①．2017年から戸当たり平均10,000円、2022年から戸当たり平均12,000円と

段階的に値上げしたとしても修繕工事費が不足するため、2016年戸当たり
平均一時金135,000円、2019年戸当たり平均一時金300,000円、2024年
戸当たり平均一時金戸当たり平均1,080,000円、2028年戸当たり平均
一時金1,200,000円の費用負担が発生することになる。
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例２ 修繕積立金を段階的に値上げした場合（一時金徴収あり）

メリット
①．竣工から8年目(2012年）で、修繕積立金の値上げ巾を抑え、戸当たり平均

7,100円、12年目（2016年）で、戸当たり平均9,000円、15年目(2019年）で、
戸当たり平均12,000円、18年目(2022年）で、戸当たり平均14,800円と段階
的に少ない金額で値上げ巾を抑えることができる。

デメリット
①．竣工から15年目(2019年）から戸当たり平均一時金350,000円、20年目(2024年）

戸当たり平均一時金888,000円、24年目(2028年）戸当たり平均一時金888,000円
が発生することになる。
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例３ 修繕積立金を段階的に値上げした場合（一時金徴収なし）

メリット
①．竣工から8年目(2012年）で、修繕積立金の値上げ巾を戸当たり平均12,000円、

13年目（2017年）で、戸当たり平均18,000円、17年目(2021年）で､戸当たり平均
23,000円、20年度(2024年）で、戸当たり平均33,000円と修繕積立金を値上げする
ことで、一時金の徴収をなくすことができる。

デメリット
①．竣工から8年目(2012年）から修繕積立金の大幅な値上げを行うことになり、

各区分所有者の理解を得ることが必要である。
区分所有者の老後の年金生活での一時金の負担を無くすことの理解が必要で
ある。
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ご清聴ありがとうございました。

一般社団法人広島県マンション管理士会
「無料相談会」を開催しています。

お問い合わせ０８２－２２８－６５８１

本資料作成に当たり参考とした文献等
長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント 国土交通省ＨＰ
令和３年度マンション総合調査 国土交通省ＨＰ他


